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山形県臨床工学技士会の医療安全への取り組み

山形愛心会 庄内余目病院 臨床工学科

（社）山形県臨床工学技士会 本間 久統

平成 年 月に施行された医療法改正後の県内施設での対応状況を、山形県臨床工学技19 4

士会会員の所属する 施設のデータをもとに報告する。医療機器を取り巻く社会的背景として、18

平成 年 月の医療法改正がある。これは医療機器の安全管理体制の確保を目的として次の19 4

４点が義務付けられた。 １）医療機器安全責任者の配置 ２）医療機器の安全使用のための研

修 ３）保守点検計画の策定・保守点検の実施 ４）安全使用のための情報収集・改善です。さ

らに平成 年 月からは生命維持管理装置の安全管理、保守点検を行う臨床工学技士が配20 4

置された保険医療機関に対し医療機器安全管理料が算定されるようになり、平成 年 月から22 4

は月 点に点数も された。これは私たち臨床工学技士にとっては大切な評価の一つだと100 up

考える。

１）の医療機器安全管理責任者の配置ということで、医療機器安全管理責任者の職種につい

て問うと、医師が 施設 ％あり、臨床工学技士は 施設 ％、続いて放射線技師が２施10 55 5 28

設、事務が１施設だった。大学病院、公立病院では医師が医療機器安全責任者で、これら大規

模病院では院内全職種への統制をとるための権限を持ち合わせる管理職クラスの医師が任命さ

21 4 22 3 1れていた。２）の医療機器安全管理のための研修では、平成 年 月から 年 月までの

年間における各施設での医療機器研修会の実施回数は平均 回で、病院の規模、機器の11.5

種類、研修対象の職員数等が、開催回数にも影響していると考えられた。医療機器別の研修回

数では、看護師の接する機会の多い人工呼吸器、輸液ポンプ、シリンジポンプの順で研修会が

開催されていた。３）の医療機器の保守点検計画の策定と点検の実施では、人工呼呼吸器、人

工心肺、除細動器などは臨床工学技士が保守点検計画をたてており、高エネルギー装置など放

射線関連の機器は放射線技師が計画をたてていた。保守点検者も計画者と同様に放射線関連

は放射線技師とメーカー、それ以外は臨床工学技士とメーカーが日常点検、定期点検を行って

いた。４）の情報収集と改善では、医療機器の不具合情報を一元的に集約し、職員に周知するこ

とになっており、情報を収集する機関や係りが必要になり、院内、院外での医療機器の不具合情

報については病院管理者への報告が必要になる。具合情報の伝達方法については、３割の施設

ではルールが未だ決まっていなかった。ルールが決まっている施設では医療安全委員会等から

文書で回覧や毎日の会議やイントラネットで報告されていた。

日本臨床工学技士会では行動目標５「医療機器の安全な操作と管理」を推奨しておりその一

つが「輸液ポンプ・シリンジポンプに関わる有害事象とこれに起因する死亡を防ぐ」を目標としてい

る。輸液ポンプ、シリンジポンプは操作が簡単な安易の機器と考えられがちだが、医療事故報告

センターの報告では死亡につながるような有害事象は極めて少ないが、確実に一定数のヒアリハ

ット事例が報告され同様な事故が慢性的に繰り返されている状況である。そして、もう一つが人工

呼吸器の安全管理です。平成 年度の日本医療機能評価機構のデータでは呼吸器に関する18

事故は 件報告されており、その内 件がアクシデントとして報告されています。115 13

山形県臨床工学技士会では、呼吸療法セミナー（呼吸療法認定士の 点の認定講習会）や25
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今年度から医療安全共同行動の目標を推進するため、会員の技士にメーカーより輸液ポンプ、

シリンジポンプ講習会を開催し、各施設で看護師への伝達講習に役立ててもらっている。

医療機器安全において、医療機器の専門職である臨床工学技士は、医療機器安全管理責任

者やその実働を担うのが適任であり、その役割は医療法で定められた項目を遵守し、医療機器

に起因する医療事故を未然に防止することと考える。

医療機器安全管理に対し、臨床工学技士の役割と責任は今後さらに大きくなるものと考えられ、

山形県臨床工学技士会では医療機器の安全使用、事故防止の啓蒙活動を継続して行きたいと

考える。

（ ）2010.11.11 医療安全やまがたフォーラムより


